
特記仕様書

第 1 章 総則

第1条 【適用及び定義】
１．本特記仕様書は、粕屋町の農地台帳管理システムのデータ及びシステムメンテナンス業務に適用する。
２．本特記仕様書に述べる甲とは粕屋町をいい、乙とは本業務の受託者をいう。

第2条 【準拠事項】
本業務は本特記仕様書による他、記載のない事項、又は疑義を生じた場合には甲乙協議の上、甲の指示に従う。

第3条 【損害賠償】
本作業において、第三者に損失や損害を与えた場合には乙の責任において一切を処理する。

第4条 【機密の保持】
本作業で得た資料及び成果等は、甲の許可なく外部に貸与したり公表してはならない。

第 2 章 データメンテナンス及びシステム保守

第5条 【データメンテナンス】
データメンテナンス作業内容は下記のとおりとする。
（１） 税務課において更新される地番図データ及び属性データ、並びに総合政策課より貸与を受ける宛名データを用いて、当該システムの農地データの更新。
（２） 帳票の軽微な調整。
（３） システムデータのバックアップ作業。
（４） 簡易的なシステムデータ修正。
なお、ここで表せる軽微な作業の範囲は3人日/年程度とする。

第6条 【システム保守】
（１） 保守の基本的条件
１. 受付時間：8 時30 分～17 時00 分（平日）
２. 保守対応時間：8 時30 分～17 時00 分（平日）
３. 障害受付体制：一元窓口（ハードウエア・ソフトウェア・データ）
以上の条件において電話および産業振興課にてメンテナンスを行う。
（２）システム保守（ハードウエア・ソフトウェア・データ）
① 電話やメールによる問い合わせに対する支援（操作補助・動作不良改善）
② 障害発生に伴う技術者の現場対応（メーカー保証対象外の修理費用は別途）を行い、その他年間4 回のバックアップを含む保守点検を現地で行う。
③ 不具合の修正および要望に伴うシステムの軽微な変更（カスタマイズ）。なお、ここで表せる軽微な作業の範囲は3人日/年程度とする。

